
2022/11/25 16:18:43 / 22903872_株式会社ＴＶＥ_招集通知

表紙

証券コード：6466

第23回 定時株主総会
招集ご通知
開催
日時

2022年12月23日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

目 次
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  5 株主総会参考書類
（添付書類）　
22 事業報告
42 連結計算書類
45 計算書類
48 監査報告

１ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場はお控えい
ただき事前に郵送もしくはインターネットでの議決権行使を
お願いいたします。

２ ご来場株主様へのお土産はございません。
　

開催
場所

兵庫県尼崎市昭和通二丁目７番１号
都ホテル尼崎 ３階 鳳凰南の間
※末尾の「株主総会会場 ご案内図」をご参照下さい。

●議決権行使期限
2022年12月22日（木曜日）午後５時まで

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

５名選任の件
第４号議案 監査等委員である

取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である

取締役１名選任の件

【決議事項】
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株主各位

証券コード6466
2022年12月８日

株 主 各 位
兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番１号

代表取締役 笹 野 幸 明

１．日 時 2022年12月23日（金曜日）午前10時
２．場 所 兵庫県尼崎市昭和通二丁目７番１号

都ホテル尼崎　３階　鳳凰南の間
３．目的事項

報 告 事 項 １ 第23期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報告、連結計
算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２ 第23期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第23回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　議決権行使につきましては、書面またはインターネット（電磁的方法）によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年12月22日（木曜日）午後５時までに到着す
るようご返送いただくか、３頁～４頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」に従い、
2022年12月22日（木曜日）午後５時までに議案に対する賛否をご入力くださいますようお願い申
し上げます。

敬　具
記

以　上

－ 1 －
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株主各位

新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応について
【株主様へのお願い】
◎新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から株主の皆様の議決権は、株主総会にご出席いただくほかに郵送
（書面）またはインターネット（電磁的方法）にて行使することもできますので、是非ご利用をご検討下さ
い。

◎ご来場株主様へのお土産の配布はございません。

【株主総会会場における当社の対応】
◎当日、体調がすぐれない、風邪や発熱などの症状がある株主様はご来場をお控えいただきますようお願い申し
上げます。

◎株主総会会場内におきましては、受付前に検温をさせていただき、37度５分以上の場合、入場をお断りする
ことがございますのでご理解をお願い申し上げます。

◎株主総会会場内におきましては、感染予防及び拡散防止のため、マスクのご着用やアルコール消毒液のご使用
等にご協力をお願い申し上げます。また、当社株主総会関係者もマスク着用にてご対応させていただきます。

◎株主総会会場内におきましては、間隔を空けた座席配置とし、通常より座席数を減らしておりますので、ご理
解をお願い申し上げます。

※今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アド
レス　https://www.toavalve.co.jp/）に掲載させていただきます。

その他注意事項
◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレス　https://www.toavalve.co.jp/）に掲載させていただいておりますので、本招集ご通知の添付
書類には記載しておりません。
（１）事業報告の「３．業務の適正を確保するための体制」
（２）連結計算書類の「連結注記表」
（３）計算書類の「個別注記表」
従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告及
び連結計算書類または計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をし
た連結計算書類または計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、修正後の事
項を、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.toavalve.co.jp/）に掲載させてい
ただきます。

◎当社では、「決議ご通知」の発送を行わず、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://www.toavalve.co.jp/）での株主総会決議結果の開示をもちまして「決議ご通知」に代えさせてい
ただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

－ 2 －
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インターネット等による議決権行使のご案内

行使
期限

2022年12月22日（木曜日）
午後５時00分入力完了分まで

インターネットによる議決権行使のご案内

　

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力下
さい。

2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認下さい。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み
取って下さい。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

－ 3 －
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インターネット等による議決権行使のご案内

ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入
力下さい。

4

議決権行使サイトにアクセスして下
さい。

1

新しいパスワードを登録する。3 「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ロ
グインID・仮パスワード」を入力し
クリックして下さい。

2 「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

－ 4 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

当社の利益配分は、経営資源の最適配分による効率的な活用で最大限の利益を生み出し、安
定した配当を実施することを基本方針としており、株主様に長期・安定的に株式を保有いただ
けるような配当政策を実施しております。
第23期の期末配当につきましては、当期の連結業績及び今後の事業展開における資金需要

等を勘案いたしまして、上述の当社配当方針に基づき配当を検討した結果、当社普通株式１株
当たり15円に創業100周年の記念配当10円を加え、25円といたしたいと存じます。
当期は、中間配当25円（うち記念配当10円）を実施いたしましたので、年間配当金は１株

当たり50円となります。

期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
　金銭
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき25円（普通配当15円、記念配当10円）
　総額58,351,325円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
　2022年12月26日

－ 5 －
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

第１条～第14条　（条文省略） 第１条～第14条　（現行どおり）

（株主総会の招集権者および議長） （株主総会の招集権者および議長）
第15条　　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長

となる。
第15条　　株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長

となる。代表取締役が複数選定されているとき
は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従
う。

②　　取締役社長に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）が株主総会
を招集し、議長となる。

②　　代表取締役に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）が株主総会
を招集し、議長となる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） （削除）
第16条　　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いインターネットを利
用する方法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。

第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
（1）「会社法の⼀部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規

定が2022年９⽉１⽇に施行されたことに伴い、株主総会資料の電⼦提供制度導⼊に備えるため、所要
の変更を行うものであります。

（2）当社は、監督と執行の分離を進め、業務執行に係る迅速な意思決定と責任の明確化を図ることを目的
として、執行役員制度を導⼊しております。今般、取締役会の監督機能の向上と機動的な執行体制を
構築する⼀環として、取締役と執行役員の役割および責任をより明確化するために、所要の変更を行
うものであります。

（3）上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております｡)

－ 6 －
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（新設） （電⼦提供措置等）
第16条　　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類等の内容である情報について、電⼦提供措
置をとるものとする。

②　　当会社は、電⼦提供措置をとる事項のうち法務
省令で定めるものの全部または⼀部について、議
決権の基準⽇までに書面交付請求した株主に対し
て交付する書面に記載しないことができる。

第17条～第22条　（条文省略） 第17条～第22条　（現行どおり）

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役）
第23条　　取締役会は、その決議によって取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の中から代表取締役
を選定する。

第23条　　取締役会は、その決議によって取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から代表取締役
を選定する。

②　　取締役会は、その決議によって取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から取締役会長
および取締役社長各１名、取締役副社長、専務取
締役ならびに常務取締役各若干名を選定すること
ができる。

②　　代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執
行する。

（執行役員） （執行役員）
第24条　　取締役会は、その決議によって執行役員をおく

ことができる。
第24条　　取締役会は、その決議によって執行役員を定

め、当会社の業務を分担して執行することができ
る。

（新設） ②　　取締役会は、その決議によって執行役員の中か
ら社長執行役員１名を選定する。

（新設） ③　　取締役会は、その決議によって執行役員の中か
ら、副社長その他役付執行役員を選定することが
できる。

②　　会社と執行役員の関係は、別途定める規程によ
るものとする。

④　　会社と執行役員の関係は、別途定める規程によ
るものとする。

第25条、第26条　（条文省略） 第25条、第26条　（現行どおり）

－ 7 －
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第27条　　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役社長が招集し、その議長となる。
②　　取締役社長に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）が取締役会
を招集し、議長となる。

第27条　　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、代表取締役が招集し、その議長となる。

②　　代表取締役に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）が取締役会
を招集し、議長となる。

第28条～第44条　（条文省略） 第28条～第44条　（現行どおり）

（新設） 附則

１．　2022年９⽉１⽇（以下「施行⽇」という）から６か
⽉以内の⽇を株主総会の⽇とする株主総会については、定
款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）はなお効力を有する。
２．　本附則は、施行⽇から６か⽉を経過した⽇または前項
の株主総会の⽇から３か⽉を経過した⽇のいずれか遅い⽇
後にこれを削除する。

－ 8 －



2022/11/25 16:18:43 / 22903872_株式会社ＴＶＥ_招集通知

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位及び担当

1 さ さ

笹
の

野
 

　
こ う

幸
め い

明 代表取締役
社長執行役員 再 任

　

２ い い

飯
だ

田
 

　
あ き

明
ひ こ

彦
取締役
常務執行役員　管理本部長
リスク管理担当、内部統制統括責任者

再 任
　

３ か く

角
た に

谷
 

　
ま さ

正
あ き

昭
取締役
常務執行役員　品質保証統括
品質管理責任者、環境管理責任者

再 任
　

４ み

三
や け

宅
 

　
と し

利
ゆ き

幸 取締役
常務執行役員　メンテナンス本部長 再 任

　

５ お く

奥
い

井
 

　
か ず

一
の り

史 取締役 再 任
再

 任

再 任
　
再任取締役候補者

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、本
総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役会の意思決定の迅速化を図るため、取締役１名を減員し、取締役５名の
選任をお願いするものであります。
　なお、当社の監査等委員会からは、本議案に対する指摘事項はございません。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 9 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 1
さ さ

笹
 

 
の

野
 

　
こ う

幸
 

 
め い

明
再 任

生年月日
1953年９月10日
所有する当社株式の数
11,956株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中16回出席　

略歴、地位及び担当
    1982年    3 月 東亜エンジニアリング株式会社入社
    2010年    4 月 当社執行役員営業本部長
    2012年    12月 当社取締役常務執行役員営業本部長
    2014年    7 月 当社取締役専務執行役員営業本部長
    2014年    7 月 東亜クリエイト株式会社取締役
    2014年    10月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.（現TVE GLOBAL ASIA 

PACIFIC Pte.Ltd.）取締役社長
    2015年    4 月 当社取締役専務執行役員営業本部長兼改革推進本部長
    2015年    12月 当社取締役副社長執行役員営業本部長兼改革推進本部長
    2016年    6 月 当社取締役副社長執行役員営業本部長兼改革推進本部長兼メンテナン

ス本部統括
    2016年    6 月 トウアサービス株式会社取締役
    2016年    9 月 当社取締役副社長執行役員営業本部長兼メンテナンス本部統括
    2017年    12月 当社代表取締役社長執行役員、現在に至る。

当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
　同氏は、当社で永年培ってきた豊富なビジネス経験・見識に加えて代表取締役社長
執行役員として強いリーダーシップと高い改革意識を有しており、当社の持続的企業
価値向上実現のために経営者として相応しいと判断したため、引き続き取締役として
選任をお願いするものであります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

－ 10 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 ２
い い

飯
 

 
だ

田
 

　
あ き

明
 

 
ひ こ

彦
再 任

生年月日
1959年７月18日
所有する当社株式の数
7,602株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中16回出席　

略歴、地位及び担当
    1983年    4 月 東亜バルブ株式会社入社
    2004年    12月 当社経理部長
    2007年    11月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.（現TVE GLOBAL ASIA 

PACIFIC Pte.Ltd.）取締役、現在に至る。
    2008年    10月 当社管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画室長
    2012年    7 月 当社執行役員管理本部長兼｢七本の矢｣作戦本部副本部長
    2014年    12月 トウアサービス株式会社代表取締役社長、現在に至る。
    2015年    12月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼「七本の矢」作戦本部副本部長
    2016年    6 月 東亜クリエイト株式会社取締役
    2016年    9 月 当社取締役常務執行役員管理本部長
    2016年    12月 当社取締役常務執行役員管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括

責任者
    2019年    10月 TVEリファインメタル株式会社取締役、現在に至る。

2021年    3 月 当社取締役常務執行役員管理本部長、内部統制統括責任者
2021年    7 月 東亜クリエイト株式会社取締役、現在に至る。
2021年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括

責任者、現在に至る。
2022年１月 太陽電業株式会社監査役、現在に至る。
重要な兼職の状況
トウアサービス株式会社代表取締役社長
TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役
TVEリファインメタル株式会社取締役
東亜クリエイト株式会社取締役
太陽電業株式会社監査役
当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
　同氏は、当社で永年培ってきた経理財務部門と経営企画部門の責任者を務めるなど
の経営及び経理財務の豊富な経験・実績・見識を有しており、当社グループ経営の推
進及びグループ各社の業務効率化の推進に適任であると判断したため、引き続き取締
役として選任をお願いするものであります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

－ 11 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 ３
か く

角
 

 
た に

谷
 

　
ま さ

正
 

 
あ き

昭
再 任

生年月日
1959年１月15日
所有する当社株式の数
8,102株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中16回出席　　

略歴、地位及び担当
    1981年    4 月 東亜エンジニアリング株式会社入社
    2008年    10月 当社バルブ製造事業部製造部長兼総括安全衛生管理室長
    2011年    4 月 当社バルブ製造事業部副事業部長兼製造部長兼総括安全衛生管理室長
    2012年    7 月 当社執行役員製鋼製造本部長兼バルブ製造本部副本部長
    2014年    12月 当社執行役員バルブ製造本部長兼製鋼製造本部統括
    2015年    12月 トウアサービス株式会社取締役、現在に至る。
    2015年    12月 当社取締役常務執行役員バルブ製造本部長兼製鋼製造本部統括、総括

安全衛生管理者
    2019年    1 月 当社取締役常務執行役員技術本部長、製鋼製造統括
    2019年    10月 当社取締役常務執行役員メンテナンス本部長
    2020年    10月 当社取締役常務執行役員品質保証統括
    2020年12月 当社取締役常務執行役員品質保証統括、品質管理責任者

2022年    6 月 当社取締役常務執行役員品質保証統括、品質管理責任者、環境管理責
任者、現在に至る。

重要な兼職の状況
トウアサービス株式会社取締役
当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
　同氏は、当社の主たる事業であるメンテナンス部門、バルブ製造部門、製鋼製造部
門の管理監督経験に基づき、幅広い知見と横断的視野を有し、当社の持続的な成長と
中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断したため、引き続き取締役として選任
をお願いするものであります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

－ 12 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 ４
み

三
 

 
や け

宅
 

　
と し

利
 

 
ゆ き

幸
再 任

生年月日
1959年10月13日
所有する当社株式の数
10,608株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中16回出席　

略歴、地位及び担当
    1983年    9 月 東亜エンジニアリング株式会社入社
    2009年    4 月 当社メンテナンス事業部メンテナンス部長
    2012年    7 月 当社参与メンテナンス本部副本部長兼メンテナンス部長
    2015年    12月 当社執行役員メンテナンス本部長兼メンテナンス部長
    2015年    12月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.（現TVE GLOBAL ASIA 

PACIFIC Pte.Ltd.）取締役
    2016年    4 月 当社執行役員メンテナンス本部長
    2017年    12月 トウアサービス株式会社取締役
    2017年    12月 当社取締役執行役員メンテナンス本部長
    2018年    12月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.（現TVE GLOBAL ASIA 

PACIFIC Pte.Ltd.）取締役
    2019年    4 月 当社取締役常務執行役員メンテナンス本部長兼事業開発本部リファイ

ンメタルプロジェクト室長
    2019年    10月 当社取締役
    2019年    10月 TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長

2021年    4 月 当社取締役常務執行役員社長特命事項担当、リスク管理担当
2021年    4 月 TVEリファインメタル株式会社取締役、現在に至る。
2021年12月 当社取締役常務執行役員メンテナンス本部長、現在に至る。
重要な兼職の状況
TVEリファインメタル株式会社取締役
当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
　同氏が当社で培ってきたメンテナンス部門での豊富な経験及び幅広い見識を当社の
経営に活かしていただけるものと判断したため、引き続き取締役として選任をお願い
するものであります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

－ 13 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 ５
お く

奥
 

 
い

井
 

　
か ず

一
 

 
の り

史
再 任

生年月日
1965年10月11日
所有する当社株式の数
2,268株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中16回出席　

略歴、地位及び担当
    1989年    3 月 東亜バルブ株式会社入社
    2012年    7 月 当社営業本部営業部主管兼東京支社長
    2013年    7 月 当社営業本部営業第1部副部長兼東京支社長
    2014年    10月 当社営業本部東京支社長
    2016年    10月 当社営業本部副本部長兼東京支社長
    2017年    12月 当社執行役員営業本部長
    2018年    6 月 当社執行役員営業本部長兼東京支社長
    2019年    12月 トウアサービス株式会社取締役、現在に至る。
    2020年    12月 当社取締役執行役員営業本部長兼東京支社長

2021年    1 月 当社取締役、現在に至る。
2021年    1 月 TVEリファインメタル株式会社取締役
2021年    4 月 同社代表取締役社長、現在に至る。
重要な兼職の状況
TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長
トウアサービス株式会社取締役
当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
　同氏が当社で培ってきた営業部門での豊富な経験及び電力業界に関する幅広い見識
を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため、引き続き取締役として選任
をお願いするものであります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

（注）当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役
を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険契約にて
填補することとしおります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因
して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の
執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案が原案どおり承
認され、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者とな
る予定です。また、当該保険契約は任期途中に更新される予定です。

－ 14 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位及び担当

1 た

田
な か

中
 

　
ひ ろ

博
ゆ き

之 プロジェクト統括部付
シニアアドバイザー 新 任

　

2 は ま

浜
も と

本
 

　
み つ

光
ひ ろ

浩 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立
　

3 い く

生
か わ

川
 

　
ゆ

友
か

佳
こ

子 取締役（監査等委員） 再 任 社 外 独 立
　

再 任
　
再任取締役候補者 新 任

　
新任取締役候補者 社 外

　
社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 15 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 1
た

田
 

 
な か

中
 

　
ひ ろ

博
 

 
ゆ き

之
新 任

生年月日
1960年８月２日
所有する当社株式の数
200株

　

略歴、地位及び担当
1983年３月 東亜バルブ株式会社入社
2009年    10月 当社品質保証統括本部副本部長兼品質保証室長
    2010年    4 月 当社品質保証統括本部副本部長

2010年12月 当社品質保証統括本部副本部長兼品質保証室長
2012年７月 当社品質保証統括室長
2013年10月 当社参与製鋼製造本部副本部長
2014年    12月 当社執行役員製鋼製造本部長
2018年７月 当社執行役員品質保証統括
2018年12月 当社常務執行役員品質保証統括
2020年10月 当社常務執行役員プロジェクト統括室長
2022年10月 当社プロジェクト統括部付シニアアドバイザー、現在に至る。
重要な兼職の状況
ー
当社との特別の利害関係

監査等委員である取締役候補者とした理由
　同氏は品質・製造部門での豊富な経験・見識を有しており、専門的見地から当社の
経営ガバナンス向上に向け、適切に助言・指導いただけるものと判断したため、監査
等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 2
は ま

浜
 

 
も と

本
 

　
み つ

光
 

 
ひ ろ

浩
再 任

社外取締役候補者

独立役員候補者

社外取締役としての在任期間
8年

　
生年月日
1970年４月18日
所有する当社株式の数
― 株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中16回出席
第23期開催の監査等委員会出席
状況
当事業年度の監査等委員会には
15回中15回出席　

略歴、地位及び担当
    2000年    10月 弁護士登録
    2000年    10月 山田忠史法律事務所入所
    2004年    10月 きっかわ法律事務所入所
    2014年    12月 当社取締役
    2016年    12月 当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
    2017年    6 月 株式会社ワコールホールディングス社外監査役、現在に至る。
    2019年    2 月 浜本綜合法律事務所代表弁護士、現在に至る。
    2019年    5 月 大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事、現在に至る。

重要な兼職の状況
浜本綜合法律事務所代表弁護士
株式会社ワコールホールディングス社外監査役
大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事
当社との特別の利害関係

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありま
せんが、同氏の弁護士としての経験と専門知識を当社のガバナンス体制の強化に貢献
いただけるものと期待したため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いす
るものであります。

責任限定契約の締結について
　当社は、同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合、同氏との間で、会
社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、
100万円又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度と
する旨の責任限定契約を締結する予定であります。なお、現在、当社と同氏は、上記
と同内容の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

独立役員候補者
　当社は、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、現在、同氏は、当社の
独立役員であります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

－ 17 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 3
い く

生
か わ

川
 

 
ゆ

友
か

佳
こ

子
再 任

社外取締役候補者

独立役員候補者

社外取締役としての在任期間
6年

　
生年月日
1974年４月20日
所有する当社株式の数
― 株
第23期開催の取締役会出席状況
当事業年度の取締役会には16回
中15回出席
第23期開催の監査等委員会出席
状況
当事業年度の監査等委員会には
15回中14回出席　

略歴、地位及び担当
    1997年    4 月 オリックス株式会社入社
    1998年    6 月 齊藤会計事務所入所
    2001年    9 月 公認会計士・税理士古本正事務所（現デロイト　トーマツ税理士法

人）入所
    2003年    3 月 税理士登録
    2012年    7 月 デロイト　トーマツ税理士法人ディレクター
    2015年    10月 生川友佳子税理士事務所所長、現在に至る。
    2015年    12月 当社監査役
    2016年    12月 当社取締役（監査等委員）、現在に至る。
    2018年    6 月 KaimanaHila合同会社代表社員、現在に至る。
    2019年    3 月 アース製薬株式会社社外監査役、現在に至る。

重要な兼職の状況
生川友佳子税理士事務所所長
KaimanaHila合同会社代表社員
アース製薬株式会社社外監査役
当社との特別の利害関係

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、同氏の税理士としての
経験と専門知識を当社の監督・監査体制の強化に貢献いただけるものと期待したた
め、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

責任限定契約の締結について
　当社は、同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合、同氏との間で、会
社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、
100万円又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度と
する旨の責任限定契約を締結する予定であります。なお、現在、当社と同氏は、上記
と同内容の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
独立役員候補者
　当社は、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、現在、同氏は、当社の
独立役員であります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

（注）当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役
を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険契約にて
填補することとしおります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因
して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の
執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案が原案どおり承
認され、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者とな
る予定です。また、当該保険契約は任期途中に更新される予定です。
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スキルマトリックス

氏　名 地　位 独立性
社外取締役

専門性・経験

企業経営
法務・コ
ンプライ
アンス

財務・
会計

人事・
人材開発

販売・
マーケテ
ィング

技術開発・
生産・品質

グローバ
ル・多様性

ESG・
サステナ
ビリティ

笹 野 幸 明 代表取締役
社長執行役員 ● ● ● ● ● ●

飯 田 明 彦 取締役
常務執行役員 ● ● ● ● ●

角 谷 正 昭 取締役
常務執行役員 ● ● ●

三 宅 利 幸 取締役
常務執行役員 ● ● ●

奥 井 一 史 取締役 ● ●

田 中 博 之 取締役
常勤監査等委員 ● ●

浜 本 光 浩 取締役
監査等委員 ● ●

生　川　友佳子 取締役
監査等委員 ● ● ●

<ご参考>

株主総会後の取締役会のスキル・マトリックス
　第3号議案および第4号議案が原案どおり承認された場合の取締役会のスキル・マトリックスは、
以下のとおりとなります。
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補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

す ず

鈴
 

 
き

木
 

　
ひ ろ

浩
 

 
み

巳
社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日
1960年４月13日
所有する当社株式の数
－株

　

略歴、地位及び担当
    1986年    1 月 司法書士登録
    1986年    1 月 鈴木司法書士事務所入所
    2005年    4 月 同所所長、現在に至る。

重要な兼職の状況

鈴木司法書士事務所司法書士（所長）
通天閣観光株式会社社外監査役
兵庫県司法書士会会長
福栄肥料株式会社社外監査役

当社との特別の利害関係

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありま
せんが、同氏の司法書士としての専門知識と経験を監査等委員である社外取締役に就
任された場合に当社の監督・監査体制に活かしていただけるものと期待したため、補
欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

責任限定契約の締結について
　同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏との間で、会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、100万
円又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨
の責任限定契約を締結する予定であります。

独立役員候補者
　同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

　同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

　

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委
員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効
力を取り消すことができるものとさせていただきます。
　また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社監査等
委員である取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を
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補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

当該保険契約にて填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識し
て行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることによ
り、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
本議案が原案どおり承認され、候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険
契約の被保険者となる予定です。

以　上

－ 21 －
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事業の経過及び成果、資金調達の状況

（添付書類）

事　業　報　告
（2021年10月１日から2022年９月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大があったものの、ワク
チン接種が進んだことなどで規制緩和が進み、持ち直しの動きが見られましたが、ロシアによる
ウクライナ侵攻が長期化する中、消費者物価、原材料価格の上昇や円安進行もあって、先行きの
不透明な状況が続いております。

当社グループは、原子力・火力発電所用バルブの製造・メンテナンスを主としたバルブ事業を
中核に、鋳鋼製品の製造事業などを展開しており、当連結会計年度から主に東日本の原子力発電
所（以下、「原発」）で放射線管理業務等を行う太陽電業株式会社をグループに加え、事業領域
の拡大を図っております。
バルブ事業の主要顧客である原発向けビジネスは、東日本大震災の津波による東京電力福島第
一原発事故以降、依然として厳しい状況にあります。加えて、温室効果ガスによる地球温暖化問
題から、脱炭素社会へ向けた取り組みが一段と加速し、もう一方の主要納入先である石炭火力発
電所の将来について不確実性が高まりつつあります。
しかし一方では、政府のグリーントランスフォーメーション（以下、「ＧＸ」）実行会議にお
いて、原発の再稼働や運転期間の延長、次世代革新炉の建設による原発の新設やリプレースの検
討など、短期的には電力需給ひっ迫の解消、中長期的にはＧＸ推進のため、原発推進の必要性が
示され、当社グループにとって明るいニュースとなりました。

このような環境下、当連結会計年度におきましては、主力事業であるバルブ事業で、九州電
力、関西電力の原発で定期検査工事が完了し売上を計上しましたが、前期に比べ、定期検査工事
件数、再稼働前点検工事等の案件が減少したことに加え、火力発電案件についても大型案件がほ
とんどなく、売上高は85億14百万円（前年同期比18.5％減）に留まりました。
この結果、採算面においても、絶対的な売上不足により固定費の回収が十分に進まず、加えて
特に製鋼事業において材料高騰の影響を著しく受け、当連結会計年度より新たに太陽電業株式会
社を連結に加え挽回を図りましたが、営業損益は86百万円の赤字（前年同期は６億96百万円の
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事業の経過及び成果、資金調達の状況

黒字）、経常損益は27百万円の黒字（前年同期比96.4％減）、親会社株主に帰属する当期純損
益は60百万円の赤字（前年同期は４億55百万円の黒字）となりました。
以上のように事業環境が急速に変化する中、「中期経営計画2019」の見直しとこれまでの振
り返りを行い、2022年11月改定版として開示いたしました。現状の課題を再確認し、経営基盤
の構造改革、既存３事業の深化、新領域への挑戦、という３つの戦略のもとに、企業価値向上を
目指してまいります。

報告セグメント別では、バルブ事業の売上高は、九州電力川内原発１号機・２号機、同玄海原
発４号機、関西電力高浜原発３号機、同大飯原発４号機、同美浜原発３号機で定期検査工事が完
了し売上計上しましたが、これら以外には火力発電所向けを含め大型案件が乏しく、売上高は
62億41百万円（前年同期比31.0％減）、セグメント利益も10億96百万円（前年同期比38.7％
減）となり、前年同期に比して大幅な減収減益となりました。
製鋼事業は、一部顧客からの受注が安定的に推移した結果、売上高は10億56百万円（前年同
期比15.7％増）となりましたが、材料の仕入価格の高騰などの影響もあり、セグメント利益は
３億41百万円の赤字（前年同期は２億31百万円の赤字）となり赤字幅は前期に比して拡大しま
した。
当連結会計年度から報告セグメントに追加した電気設備関連事業は、2022年１月より新たに

子会社となった太陽電業株式会社における事業であり、原発における設備・放射線計測器類の保
守や電気設備工事などを主に行っており、売上高は10億32百万円、セグメント利益は86百万円
となりました。
なお、前連結会計年度まで報告セグメントとしておりました除染事業は、地域除染事業の規模
縮小により、売上高、セグメント利益が少額となったことから、当連結会計年度の期首より、そ
の他に含めて表示しております。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業績影響については、主にメンテナンス工事の現
場においてクラスターが発生するなどで工事日程に影響が生じ、売上計上に時期ズレなどが生じ
る可能性を危惧いたしましたが、当連結会計年度におきましては、そういった重大な事象は発生
しておらず、格段の影響はありませんでした。
今後も同様のリスクは続きますが、事業の性質上、工事そのものが中止になるということはほ

ぼありません。しかし工期変更や工事現場への入場規制による効率低下などが業績にマイナス影
響が出る可能性について、状況に変化は無いものと考えております。
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事業の経過及び成果、資金調達の状況

（単位：百万円）

報告
セグメント 種類別の売上高 第 22 期

（2021年９月期）
第 23 期

（当連結会計年度）
（2022年９月期）

前年同期比
（％）

　バルブ事業

バルブ（新製弁） 2,272 1,721 △24.3

バルブ用取替補修部品 1,179 913 △22.6
原子力発電所定期検査工
事 1,724 795 △53.9

その他メンテナンス等の
役務提供 3,865 2,811 △27.3

　小計 9,041 6,241 △31.0

　製鋼事業 鋳鋼製品 913 1,056 15.7

　電気設備関連事業 電気設備関連工事 － 1,032 －

　その他
地域復興事業 314 104 △66.7

リファインメタル事業 333 160 △51.9

　消去又は全社 △152 △81 －

　合計 10,451 8,514 △18.5

報告セグメント別の損益の状況は「表２：報告セグメント別の業績」を、報告セグメント別の
受注の状況は「表３：報告セグメント別の受注の状況」をご参照下さい。

表１：報告セグメント内の種類別売上高
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事業の経過及び成果、資金調達の状況

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト

第 22 期
（2021年９月期）

第 23 期（当連結会計年度）
（2022年９月期）

売 上 高 セグメント利益
又は損失（△） 売 上 高 セグメント利益

又は損失（△）
バ ル ブ 事 業 9,041 1,788 6,241 1,096

製 鋼 事 業 913 △231 1,056 △341

電 気 設 備 関 連 事 業 － － 1,032 86

そ の 他 647 △100 265 △38

消 去 又 は 全 社 △152 △759 △81 △889

合 計 10,451 696 8,514 △86

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト
第 22 期

（2021年９月期）
第 23 期（当連結会計年度）

（2022年９月期）
受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高

バ ル ブ 事 業 4,901 3,245 7,060 4,063

製 鋼 事 業 948 419 1,006 368

電 気 設 備 関 連 事 業 － － 1,124 92

そ の 他 377 35 270 40

消 去 又 は 全 社 △152 － △82 －

合 計 6,075 3,700 9,378 4,564

表２：報告セグメント別の業績

表３：報告セグメント別の受注の状況

（注）当連結会計年度より太陽電業株式会社を連結の範囲に含んだことにより、「電気設備関連事
業」の期首受注残高232百万円を当期受注高に含んでおります。

⑵　資金調達の状況
　当連結会計年度中における必要な資金は、自己資金及び金融機関からの借入金で充当しまし
た。
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設備投資の状況、対処すべき課題

内 容 投 資 額 事 業 別 名 称

特 別 高 圧 受 電 設 備 289百万円 バ ル ブ 事 業

基 幹 シ ス テ ム 高 度 化 33 バ ル ブ 事 業 ・ 製 鋼 事 業

⑶　設備投資の状況
　当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は６億７百万円であり、その主な内容は次の
とおりであります。

⑷　対処すべき課題
①基本課題

当社グループはこれまで国内原発の原型炉、実証炉、商用炉全てにバルブを納入してまいりま
した。原発黎明期においては重要な役割を担うバルブは海外製品が導入されていましたが、現在
ではPWRと呼ばれる加圧水型原子炉の重要なバルブ・安全弁は当社製品をご採用いただいてお
ります。

当社グループは予てより特定の事業分野、つまり原発への過度の依存をリスクとして認識し、
開示してまいりました。にもかかわらず全く想定外の事態、すなわち東日本大震災の津波による
福島原発の事故でこれが顕在化し、現在の厳しい状況に陥るに至りました。

このように当社グループは日本の原発の発展とともに歩んでまいりました。よって原発関連事
業者としての責任と使命は今後も何があっても果たしていくことを基本的な会社方針としており
ます。

福島原発の事故から11年が経過し、これまでにPWR型の６原発10基で再稼働が実現しました
が、BWR型原発については依然、再稼働の見通しは立っておらず、十分な市場回復には程遠い
状況が続いています。よって原発を中心とした事業の軸を堅持しつつも、それに比肩する強い収
益の柱を加えることが、現在の最重要課題であることに変わりはありません。

これら課題解決を目指し、『改定・中期経営計画2019』では、経営基盤の構造改革、既存３
事業の深化、新領域への挑戦を主要戦略に掲げ取り組むことを表明しております。

2021年10月に公表された国の第６次エネルギー基本計画では、原子力は長期的なエネルギー
需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源であって、20~22％を構成する重要電源
と位置付けられ、今後の新たな展開も期待されるところですが、これまで以上に想像力とリスク
感応度を高め、決して同じ轍は踏まないことを肝に銘じ事業に取り組んでまいります。

また、統合報告書等を作成できるレベルにはまだまだ至りませんが、非財務情報の開示充実、
ESGへの対応など、上場企業として責務を果たしてまいります。
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設備投資の状況、対処すべき課題

②経営基盤の構造改革
（生産性の改善～TAMES Project～）

当社グループは今年創業100周年を迎えました。社会に求められつつ会社を長く継続するため
には成長戦略とともに事業基盤の強化が不可欠です。これを具体化する施策として、全社的業務
効率改善活動である通称『TAMES-Project』の全社展開を進めております。

活動は、生産現場の効率改善を目指す『TAMES-Factory』、販売管理部門の効率改善を目指
す『TAMES-Office』、ITを活用し全社横断的な効率改善の基盤を整備する『TAMES-DX』、
人へのアプローチで働き甲斐のある活力あふれる職場をつくる『TAMES-Active』、次の時代を
担う事業の柱となる製品・サービスの開発を目指す『TAMES-RD』の５つで構成され、それぞ
れに活動メンバーを選定し推進しております。

完全受注生産型事業においては、効率化を単に生産量だけに求めることはできません。すべて
の営業循環の中において、時間・規格・技術・場所等々、多くの制約の中で機会損失と闘いなが
ら業務効率向上を実現していく必要があり、これは決して簡単なことではありません。

この課題に全社的に取り組み、経営効率向上を目指すのが本プロジェクトの狙いです。その狙
いはコスト低減に留まらず、SDGsの諸課題、働き方改革、ICTの推進、健康経営、新製品・サ
ービスの創出など、内外の課題を取り込みながら包括的に企業基盤の強化・改善を進めてまいり
ます。

③既存３事業の深化
バルブ事業、メンテナンス事業、製鋼事業の既存３事業の個別課題を攻めの事業戦略により解

決し更なる成長を目指します。
バルブ事業とメンテナンス事業は、当社グループが世界に誇る高温高圧弁・安全弁の技術とそ

れを象徴するTOAのブランドを活かし、グローバルニッチトップ化戦略の中核に位置付けられ
ます。

国内原発、火力発電設備の安全・安定運転と経済性に貢献する新たな提案で顧客満足度を高
め、原発廃止措置支援装置の開発、ＩＴ技術による状態監視装置やサービスシステムの構築、新
たな製品・メンテナンス機器の開発などで成長を目指してまいります。また同時にコスト面での
課題を克服すべくTAMES-Project活動での効率化実現に取り組んでまいります。

製鋼事業は製品の高付加価値化を主要施策として進めてまいります。昨今の経済情勢下、材料
高による採算性悪化に苦しんでおり、この対応はもとより、加工、検査、材質、納期、そして何
よりも品質を高めた高付加価値製品の提供により収益性の改善を推進してまいります。
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設備投資の状況、対処すべき課題

④新領域への挑戦
（グローバルニッチトップへの挑戦）

既存事業の中核であるバルブ事業は、世間的には市場飽和状態にあって、決して魅力的なもの
とは映らないでしょう。だからこそ当社グループはグローバルニッチトップを目指すことを選択
し、その中において新たな事業領域の開発は不可欠な戦略であります。

発電所では非常に多くのバルブが使用されていますが、高温高圧弁・安全弁は数多あるバルブ
のごく一部に過ぎません。しかし調達価格で見たときその割合は決して小さなものではなく、こ
こに勝機があると考えております。

また圧力容器の防護設備のひとつである安全弁は当社グループの看板商品です。原発という極
めて高い安全性が求められるプラントの最重要ラインに当社安全弁は設置され、24時間365
日、プラントの安全を見守っており、絶対に他社では代替できない技術で顧客の絶大な信頼を得
ております。

こういった、ニッチな分野での商品性やサービス力を徹底的に高めることで、ニッチな市場で
の競争優位を確立してまいります。

（次世代火力発電）
発電分野においては、脱炭素が絶対的な命題となる中、火力発電所は今後確実に、脱化石燃料

化へ向うものと考えられます。残念ながら当社グループのバルブは、風力発電、太陽光発電とい
った分野では出番がない以上、この火力発電の脱化石燃料化、すなわち水素やアンモニアへの燃
料転換に対応するバルブ開発が重要な課題となります。

水素やアンモニアの混焼火力発電は国内においても既に実証事業が進んでいますが、最終形で
ある、専焼型商業発電プラントへのバルブ製品、或いは鋳鋼製品の供給に視点を据え、技術開発
に取り組んでまいります。
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設備投資の状況、対処すべき課題

（廃炉事業）
長期的な事業拡大戦略の一翼を担うのが廃炉事業への進出と考えております。これはバルブ事

業の集大成ともいえる事業で、バルブのトータルライフに亘りワン・ストップであらゆるサービ
スを提供するという、当社グループの目指す姿に通ずるものであります。

具体的な事業のイメージは、廃止された発電所から回収したバルブをリサイクルして新しいバ
ルブ等にして新しい発電所に戻すという非常にシンプルなものですが、そこに至る道程は困難の
連続と想定しております。

この実現のため設立した子会社で、資源エネルギー庁より「原子力産業基盤強化事業補助金」
に係る間接補助事業者に採択され、活動を開始しております。実際に原発からリサイクル対象の
金属が排出されるのはまだ先のことで、事業化・業績貢献には今しばらく時間を要しますが、早
期の参入表明で先駆者としての優位性を築き、今後の事業本格化に備えてまいります。

（デジタル技術の活用）
　ビッグデータやセンシング技術などが事業に取り込まれ、多方面で新たなマーケットの創出、
ビジネスモデルの開発につながっております。さらにはコンピューターを離れ、何かをインター
ネットにつなぐことで新たなビジネスを広げるIoT技術も既に当たり前になっております。

当社グループにおいても、長年のバルブ製造やメンテナンスの過程で蓄積した、バルブの検査
データや経験、知見、そして電力用高温高圧バルブメーカーとしてのブランド力や市場シェアを
活かし、「情報」や「ノウハウ」を商品とした事業展開の可能性についてさらに深く掘り下げる
必要があると考えております。

例えばそのひとつとして、バルブや鋳物に関する技術情報の積極的な公開や、特殊設備の異業
種での活用可能性を探るなど、新たな市場・顧客を求めデジタルマーケティングに取り組んでお
ります。また、これまでは狭い市場と決めつけることであまり縁のなかった、各種産業機器等の
展示会に積極的に出展し、新たな分野への進出の足掛かりを探る活動を進めております。

やれることは何でもやってみる、TAMES＝「試す」の精神で取り組み、これをひとつのきっ
かけに新たなバルブソリューションを展開してまいります。
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（新たな子会社事業とのシナジー創出）
　当連結会計年度に太陽電業株式会社を子会社に加えました。同社は東日本地区の原発で放射線
管理業務や電気設備関連工事を行っており、同社との連携により市場と事業での拡大が期待でき
ます。
　また、東日本大震災以降、同地域での収益は原発に限らず火力発電所でも低下しており、震災
前のレベルを取り戻すためにも重要な拠点になり得るものと考えております。
　今後は早期のシナジー創出に向け人材の交流をはじめとした具体的な活動を進めてまいりま
す。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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財産及び損益の状況

8,8248,239

第21期第20期

10,451

第22期

8,514

第23期

（単位：百万円）売上高

962

576

第21期第20期

773

第22期

27
第23期

（単位：百万円）経常利益

678714

第21期第20期

455

第22期

△60
第23期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

第21期第20期

12,084

8,804

11,702

8,293

（単位：百万円）総資産/純資産

第22期

12,340

9,366

第23期

12,974

9,389

296.56313.27

第21期第20期

198.75

第22期

△26.20
第23期

（単位：円）1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失（△）

区　分 第 20 期
(2019年９月期)

第 21 期
(2020年９月期)

第 22 期
(2021年９月期)

第 23 期
(当連結会計年度)
(2022年９月期)

売 上 高 (百万円) 8,239 8,824 10,451 8,514

経 常 利 益 (百万円) 576 962 773 27
親会社株主に帰属する当期純
利益又は親会社株主に帰属す
る当期純損失（△）

(百万円) 714 678 455 △60

１株当たり当期純利益又は１
株当たり当期純損失（△） (円) 313.27 296.56 198.75 △26.20

総 資 産 (百万円) 11,702 12,084 12,340 12,974

純 資 産 (百万円) 8,293 8,804 9,366 9,389

⑸　財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数に基づき算出してお
ります。

－ 31 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2022/11/25 16:18:43 / 22903872_株式会社ＴＶＥ_招集通知

重要な子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

ト ウ ア サ ー ビ ス 株 式 会 社 64百万円 99.9％
（0.7） 人材派遣、各種サービス業

東 亜 ク リ エ イ ト 株 式 会 社 10百万円 99.8％ 地域復興事業など

ＴＶＥリファインメタル株式会社 49百万円 99.9％
（0.1） 廃炉、金属リサイクル業など

TVE GLOBAL ASIA PACIFIC 
Pte.Ltd.（シンガポール）

181万シンガポー
ルドル 100.0％ 各種バルブのメンテナンスなど

太 陽 電 業 株 式 会 社 50百万円 100.0% 電気工事、管工事など

⑹　重要な子会社の状況

（注）当社の出資比率の欄の（　）内は、当社が間接的に出資する比率であります。
また、当連結会計年度において、太陽電業株式会社の株式を取得したため、連結の範囲に含めておりま

す。なお、太陽電業株式会社は当社の特定子会社に該当しております。

⑺　主な事業内容（2022年９月30日現在）
　当社グループは、バルブ総合サービス企業として、バルブの製造販売及びそのメンテナンス並
びに各種鋳鋼製品の製造販売、電気工事、地域復興及び廃炉関係を主な事業としております。

当社本社 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番１号

国内営業拠点 兵庫県尼崎市、東京都港区、三重県伊賀市、ほか全国13拠点

トウアサービス株式会社（兵庫県尼崎市）

東亜クリエイト株式会社（福島県いわき市）

ＴＶＥリファインメタル株式会社（福井県大飯郡）

太陽電業株式会社（東京都大田区）

海外営業拠点 TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.（シンガポール）

国内生産拠点 兵庫県尼崎市、三重県伊賀市

⑻　主要な営業所及び工場（2022年９月30日現在）
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従業員の状況、主要な借入先

事 業 別 名 称 従 業 員 数

バ ル ブ 事 業 220名

製 鋼 事 業 64

電 気 設 備 関 連 事 業 84

そ の 他 16

全 社 （ 共 通 ） 28

合 計 412

⑼　従業員の状況（2022年９月30日現在）

（注）１. 上記従業員数には、臨時従業員（契約社員、パートタイマー）70名は、含まれておりません。
２. 上記従業員数は、前連結会計年度末に比べ84名増加しております。大幅な増加の要因として、当連

結会計年度より太陽電業株式会社の株式を取得し、連結の範囲に含めたことによるものであります。
３. 製鋼事業の従業員数は、三重県の伊賀工場に勤務する従業員の員数（管理部門を除く）を記載してお
ります。

４. その他の従業員数は、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」に従事する従業員の員
数を記載しております。

５. 全社（共通）の従業員数は、特定の報告セグメントに区分できない管理部門に所属している従業員の
員数を記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 490百万円

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 50百万円

⑽　主要な借入先（2022年９月30日現在）
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会社の状況に関する事項

①　発行可能株式総数 10,040,000株
②　発行済株式の総数 2,461,600株

（注）2021年11月26日にて実施した自己株式の消却に
伴い、発行済株式総数は217,000株減少しております。

③　株主数 1,646名

２．会社の状況に関する事項
⑴　株式に関する事項（2022年９月30日現在）

④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 キ ッ ツ 302,200株 12.95％

西 華 産 業 株 式 会 社 203,200株 8.71％

株 式 会 社 U H  P a r t n e r s  2 183,700株 7.87％

光 通 信 株 式 会 社 171,400株 7.34％

T O A 取 引 先 持 株 会 99,400株 4.26％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 83,900株 3.59％

株 式 会 社 U H  P a r t n e r s  3 77,800株 3.33％

N C S N - S H O K O R O  L I M I T E D 76,200株 3.26％

株 式 会 社 エ ス ア イ エ ル 54,700株 2.34％

前 島 崇 志 47,600株 2.04％

株式数 交付対象者
取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5,475株 ６名
監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 ― ―

（注）当社は、自己株式127,547株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
　　　また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　　⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告36ページから39ページの「（２）会社役員に関する事
項　②取締役の報酬等」に記載しております。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
（ 社 長 執 行 役 員 ） 笹 野 幸 明 全　般

取 締 役
（ 専 務 執 行 役 員 ） 有 松 清 高 社長特命担当

TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役社長

取 締 役
（ 常 務 執 行 役 員 ） 飯 田 明 彦

管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責任者
トウアサービス株式会社代表取締役社長
TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役
TVEリファインメタル株式会社取締役
東亜クリエイト株式会社取締役
太陽電業株式会社監査役

取 締 役
（ 常 務 執 行 役 員 ） 角 谷 正 昭 品質保証統括、品質管理責任者、環境管理責任者

トウアサービス株式会社取締役
取 締 役
（ 常 務 執 行 役 員 ） 三 宅 利 幸 メンテナンス本部長

TVEリファインメタル株式会社取締役

取 締 役 奥 井 一 史 TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長
トウアサービス株式会社取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 平 野 重 充

トウアサービス株式会社監査役
東亜クリエイト株式会社監査役
TVEリファインメタル株式会社監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 浜 本 光 浩

浜本綜合法律事務所代表弁護士
株式会社ワコールホールディングス社外監査役
大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 生 　 川 　 友 佳 子

生川友佳子税理士事務所税理士(所長）
KaimanaHila合同会社代表社員
アース製薬株式会社社外監査役

⑵　会社役員に関する事項
①　取締役（2022年９月30日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）浜本光浩、生川友佳子の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
２. 取締役（監査等委員）浜本光浩、生川友佳子の両氏は、証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利

益相反が生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役員届出書を届け出して
おります。

３. 取締役（監査等委員）生川友佳子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

４. 情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機
能を強化するため、平野重充氏を常勤監査等委員に選定しております。

５. 当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役及び執
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

常 務 執 行 役 員 田 中 博 之 プロジェクト統括室長

執 行 役 員 川 上 　 浩 製造本部長、調達部長、総括安全衛生管理者

執 行 役 員 永 井 貴 之 技術本部長

執 行 役 員 桝 村 英 孝 営業本部長、若狭事業所長、
TVEリファインメタル株式会社取締役

行役員を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険にて填補
することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じ
た損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が
損なわれないようにするための措置を講じております。

　　（ご参考）
当社は、執行役員制度を導入しております。2022年９月30日現在の執行役員は9名であり、取締役
を兼務しない執行役員は次の４名です。

②　取締役の報酬等
イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容の決定に関する方針等
　・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定
      方法

　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。

　・決定方針の内容の概要
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、外部の役員報酬調査に
参加するなど、客観的に報酬水準を把握したうえで取締役会の審議により決定し、その報
酬等は基本報酬（金銭）、業績連動報酬等（賞与・金銭）、非金銭報酬等（株式）により
構成されており、その総額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。
（1）基本報酬に関する方針

　基本報酬は、それぞれの役位ごとの責任や経営への影響度を考慮し基準額を設定
しております。

（2）業績連動報酬等（賞与・金銭）に関する方針
　賞与は、業績に連動して支給する仕組みとしております。業績に連動する指標と
して経常利益（連結）を採用し、当期の役員賞与算定に用いる目標を設定しており
ます。支給額の算定は、目標の達成率に応じた一定の係数により役員賞与基準額を

－ 36 －



2022/11/25 16:18:43 / 22903872_株式会社ＴＶＥ_招集通知

会社の状況に関する事項

算定し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役位、個別の評価に応じた
加減を行うことで支給額を決定しております。なお、業績の評価は代表取締役　笹
野幸明に一任しており、委任の理由は、取締役会を俯瞰して状況を正しく判断して
いると認識しているためであります。

（3）非金銭報酬等（株式）に関する方針
　当社は、2017年12月22日開催の第18回定時株主総会において、譲渡制限付株
式報酬制度の導入を決定し、2018年１月より、取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。以下「対象者」という。）を対象に株価変動のメリットと
デメリットを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献度を従来以上に高
めることを目的としております。なお、株式報酬の支給額の算定方法は概ね以下の
とおりです。
　無役の取締役に対する金銭債権の支給額（1,500千円）を基準として、これに役
位毎に設定した係数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、こ
の金銭債権額を現物出資の方法で給付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割
り当てております。

（4）報酬等の割合に関する方針
　譲渡制限付株式報酬を除き、当社の基本報酬及び業績連動報酬等（賞与）につき
ましては、100％金銭で支給されております。

（5）報酬等の付与時期や条件に関する方針
　報酬等の付与時期や条件等につきましては、役員報酬規程、株式報酬規程を設け
ております。

　・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会
      が判断した理由

　株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であること、外部の役員報酬調査に参加する
など、役位に応じた報酬水準を客観的に把握したうえで個人別の報酬等について当社の役
員報酬規程に則り、取締役会で審議し決定しておりますことから、当該方針に沿うもので
あると判断しております。

ロ．監査等委員である取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
　・監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

　当社は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議し、取締役会でその内容を報告しております。
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区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

96
（－）

86
（－）

－
（－）

10
（－）

6
（－）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

21
（9）

21
（9）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合計
（うち社外取締役）

117
（9）

107
（9）

－
（－）

10
（－）

9
（2）

　・決定方針の内容の概要
　当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等につきましては、監査等委員である取
締役の協議により決定し、その報酬等は、基本報酬（月額・金銭）と業績連動報酬等（賞
与・金銭）で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としておりま
す。
（1）基本報酬に関する方針

　基本報酬は、それぞれの責任や経営への影響度を考慮し基準額を設定しておりま
す。

（2）業績連動報酬等（賞与・金銭）に関する方針
　賞与は、業績に連動して支給する仕組みとしております。業績に連動する指標と
して経常利益（連結）を採用し、当期の役員賞与算定に用いる目標を設定しており
ます。支給額の算定は、目標の達成率に応じた一定の係数により役員賞与基準額を
算定し、監査等委員である取締役の個別の評価に応じた加減を行うことで支給額を
決定しております。なお、業績の評価は代表取締役　笹野幸明に一任しており、委
任の理由は、取締役会を俯瞰して状況を適切に把握していると取締役会が判断して
いるためであります。

ハ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、上
記取締役のうち、使用人兼務取締役はおりません。

２. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第17回定時
株主総会において、年額２億円以内（うち社外取締役分は年額２千万円以内。ただし、使用人兼務取
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締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の員数は、７名（うち社外取締役２名）であります。当社は、
2017年12月22日開催の第18回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役及び社外取
締役を除く。）を対象とし上記の報酬限度枠内で譲渡制限付株式に関する報酬等としての金銭報酬債
権を支払うことを決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締
役及び社外取締役を除く。）の員数は、７名であります。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第17回定時株主総会において、年
額５千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数
は、３名であります。

４. 上記の業績連動報酬等の総額は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与支給予
定額であります。

５. 上記の非金銭報酬等の総額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。

二．当事業年度において支払った役員退職慰労金
　　　当社では、役員退職慰労金を2007年12月21日に廃止しておりますため、該当事項はご
　　ざいません。

ホ．社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
　　　該当事項はございません。
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氏 名 主な活動状況

取締役（監査等委員）
浜　本　光　浩

当事業年度開催の取締役会には16回中16回出席し、監査等委員会には15回中
15回出席しており、必要に応じ、独立した立場で弁護士としての専門的見地か
ら、適宜発言を行い、取締役会等に対する監督を行うとともに、監査等委員とし
て取締役の職務執行の監査機能を果たしております。

取締役（監査等委員）
生　川　友佳子

当事業年度開催の取締役会には16回中15回出席し、監査等委員会には15回中
14回出席しており、必要に応じ、独立した立場で税理士としての専門的見地か
ら、適宜発言を行い、取締役会等に対する監督を行うとともに、監査等委員とし
て取締役の職務執行の監査機能を果たしております。

③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員）浜本光浩氏は、浜本綜合法律事務所の代表弁護士及び株式会社ワ
コールホールディングスの社外監査役であり、また、大阪兵庫生コンクリート工業組合の
員外監事であります。同所、同社及び同組合と当社との間にはそれぞれ特別な関係はあり
ません。
　 取締役 （ 監査等委員 ） 生川友佳子氏 は 、 生川友佳子税理士事務所 の 所長及 び
KaimanaHila合同会社の代表社員であり、また、アース製薬株式会社の社外監査役であり
ます。同所及び両社と当社との間にはそれぞれ特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

ハ．責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役（監査等委員）浜本光浩氏及び生川友佳子氏は、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結し
ております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円又は会社法第425条第１項に定め
る額のいずれか高い額を最低責任限度額としております。
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会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39,100千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39,100千円

     

⑶　会計監査人の状況
①　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

②　会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社は、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬額等を区別しておらず、実質的にも区別できないため、報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

２. 当社監査等委員会は、前事業年度の会計監査人の監査実績に対する関係部署からの意見聴取の上、常
勤監査等委員による分析・評価を実施し、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画等に基
づき審議した結果、報酬等は妥当と判断し同意いたしました。

③　非監査業務の内容
　当社は、公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人
に対して税務コンプライアンス業務に基づく報酬を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定い
たします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき監
査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報
告いたします。

（注）本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。
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連結貸借対照表

（2022年９月30日現在）
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
資産の部 負債の部
流動資産
現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
電子記録債権
棚卸資産
未収還付法人税等
その他

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
リース資産
建設仮勘定
その他

無形固定資産
のれん
ソフトウェア
リース資産
顧客関連資産
その他

投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
その他　

9,043,591
4,126,296
1,792,707
583,714
2,055,072
97,881
387,918

3,930,634
2,116,136
862,245
560,804
466,892
36,154
145,117
44,922

424,566
62,218
176,257
41,993
134,000
10,095

1,389,930
1,140,871
94,982
154,076　

流動負債 2,836,589
支払手形及び買掛金 436,585
電子記録債務 214,390
短期借入金 450,000
1年内返済予定の長期借入金 96,828
リース債務 41,373
未払法人税等 188,464
賞与引当金 309,804
受注損失引当金 349,029
その他 750,113

固定負債 748,177
長期借入金 66,651
リース債務 40,792
ＰＣＢ処理引当金 1,808
退職給付に係る負債 630,149
その他 8,775

負債合計 3,584,766
純資産の部
株主資本 8,975,378

資本金 1,739,559
資本剰余金 1,663,154
利益剰余金 5,784,233
自己株式 △211,568

その他の包括利益累計額 413,951
その他有価証券評価差額金 335,337
為替換算調整勘定 62,782
退職給付に係る調整累計額 15,831

非支配株主持分 128
純資産合計 9,389,458

資産合計 12,974,225 負債及び純資産合計 12,974,225

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2021年10月 1 日から
2022年 9 月30日まで)

（単位：千円）
科目 金額

売上高 8,514,291
売上原価 6,756,365

売上総利益 1,757,925
販売費及び一般管理費 1,844,911

営業損失 86,986
営業外収益

受取利息及び配当金 44,923
受取家賃 9,527
為替差益 18,029
作業くず売却益 6,178
補助金収入 37,061
雑収入 12,645 128,366

営業外費用
支払利息 11,240
支払手数料 909
リース解約損 536
雑損失 912 13,598
経常利益 27,781

特別利益
固定資産売却益 94 94

特別損失
固定資産処分損 10,941 10,941
税金等調整前当期純利益 16,935
法人税、住民税及び事業税 216,450
法人税等調整額 △138,898 77,551
当期純損失 60,616
非支配株主に帰属する当期純損失 128
親会社株主に帰属する当期純損失 60,488

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2021年10月 1 日から
2022年 9 月30日まで)

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,739,559 2,015,172 5,948,087 △638,994 9,063,825

当期変動額

剰余金の配当 － － △103,365 － △103,365

親会社株主に帰属する当期純損失（△） － － △60,488 － △60,488

自己株式の処分 -－ 8,496 － 66,911 75,407

自己株式の消却 － △360,514 － 360,514 －

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) － － － － －

当期変動額合計 － △352,017 △163,854 427,425 △88,446

当期末残高 1,739,559 1,663,154 5,784,233 △211,568 8,975,378

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 284,180 18,060 301 302,541 206 9,366,573

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △103,365

親会社株主に帰属する当期純損失（△） － － － － － △60,488

自己株式の処分 － － － － － 75,407

自己株式の消却 － － － － － －

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 51,157 44,722 15,529 111,409 △78 111,331

当期変動額合計 51,157 44,722 15,529 111,409 △78 22,885

当期末残高 335,337 62,782 15,831 413,951 128 9,389,458

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2022年９月30日現在）
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
電子記録債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
特許実施権
ソフトウェア
リース資産
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
長期貸付金
繰延税金資産
その他　

7,593,877
3,116,096
147,192
1,401,070
582,953
156,981
1,136,520
441,997
97,880
579,150
△65,966
5,951,464
1,816,618
694,678
23,922
533,906
2,376
36,976
341,193
38,447
145,117
214,665

270
175,252
30,176
8,966

3,920,179
1,140,871
2,522,249

686
149,679
49,131
57,560　

負債の部
流動負債 3,772,659
支払手形 89,938
電子記録債務 214,390
買掛金 281,029
短期借入金 1,932,000
1年内返済予定の長期借入金 60,000
リース債務 31,211
未払金 118,400
未払費用 84,740
賞与引当金 224,155
受注損失引当金 291,763
その他 445,028

固定負債 722,832
長期借入金 30,000
リース債務 40,792
退職給付引当金 645,980
ＰＣＢ処理引当金 1,808
その他 4,250

負債合計 4,495,491
純資産の部
株主資本 8,714,512
資本金 1,739,559
資本剰余金 2,901,599
資本準備金 772,059
その他資本剰余金 2,129,540

利益剰余金 4,284,921
その他利益剰余金 4,284,921
繰越利益剰余金 4,284,921

自己株式 △211,568
評価・換算差額等 335,337
その他有価証券評価差額金 335,337
純資産合計 9,049,849

資産合計 13,545,341 負債及び純資産合計 13,545,341

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2021年10月 1 日から
2022年 9 月30日まで)

（単位：千円）
科目 金額

売上高 7,104,270
売上原価 5,640,507
売上総利益 1,463,762
販売費及び一般管理費 1,581,036
営業損失 117,273
営業外収益

受取利息 1,492
有価証券利息 69
受取配当金 44,828
受取家賃 7,907
作業くず売却益 6,178
雑収入 12,187 72,664
営業外費用

支払利息 10,769
支払手数料 909
貸倒引当金繰入 9,175
寄付金 3,549
雑損失 522 24,925
経常損失 69,535
特別利益

固定資産売却益 94 94
特別損失

固定資産処分損 11,004 11,004
税引前当期純損失 80,445
法人税、住民税及び事業税 16,168
法人税等調整額 24,965 41,133
当期純損失 121,578

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2021年10月 1 日から
2022年 9 月30日まで)

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 1,739,559 772,059 2,481,557 3,253,617 4,509,866 4,509,866

当期変動額
剰余金の配当 － － － － △103,365 △103,365

当期純損失（△） － － － － △121,578 △121,578

自己株式の処分 － － 8,496 8,496 － －

自己株式の消却 － － △360,514 △360,514 － －

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － － － － －

当期変動額合計 － － △352,017 △352,017 △224,944 △224,944

当期末残高 1,739,559 772,059 2,129,540 2,901,599 4,284,921 4,284,921

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計
当期首残高 △638,994 8,864,049 284,180 284,180 9,148,229

当期変動額
剰余金の配当 － △103,365 － － △103,365

当期純損失（△） － △121,578 － － △121,578

自己株式の処分 66,911 75,407 － － 75,407

自己株式の消却 360,514 － － － －

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － 51,157 51,157 51,157

当期変動額合計 427,425 △149,536 51,157 51,157 △98,379

当期末残高 △211,568 8,714,512 335,337 335,337 9,049,849

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年11月14日

株式会社ＴＶＥ
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　神　戸　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 方 　 実
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 場 達 哉

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第 444条第４項の規定に基づき、株式会社ＴＶＥの2021年10月１日から2022 
年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ＴＶＥ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
　監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以 上

－ 49 －
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年11月14日

株式会社ＴＶＥ
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　神　戸　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 方 　 実
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 場 達 哉

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＴＶＥの2021年10月１日から 
2022年９月30日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
　監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書 謄本

－ 50 －
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 51 －
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2021年10月１日から2022年９月30日までの第23期事業年度における
取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告い
たします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社
の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書
類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討
いたしました。

監査等委員会の監査報告書 謄本
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監査等委員会の監査報告

2022年11月18日

株式会社ＴＶＥ　監査等委員会

常勤監査等委員 平 野 重 充 ㊞

監 査 等 委 員 浜 本 光 浩 ㊞

監 査 等 委 員 生　川　友佳子 ㊞
　
（注）監査等委員浜本光浩、生川友佳子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める

社外取締役であります。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該業
務の適正を確保するための体制に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　
以　上

－ 53 －
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地図

株主総会会場　ご案内図

会 場
兵庫県尼崎市昭和通二丁目７番１号
都ホテル尼崎　３階　鳳凰南の間
【電話】06－6488－7777（代表）

交 通

阪神バス
（尼崎市内線）

JR尼崎駅より尼崎総合文化センター下車　徒歩約３分
JR立花駅より昭和通下車　徒歩約７分
阪急塚口駅より昭和通下車　徒歩約７分
阪急園田駅より尼崎総合文化センター下車　徒歩約３分
阪急武庫之荘駅より昭和通下車　徒歩約７分

阪急バス 尼崎総合文化センター下車　徒歩約３分
阪神バス
（阪神線）

尼崎文化センター前下車　徒歩約２分

阪神尼崎駅より立体遊歩道にて　徒歩約５分

　

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。　

武庫之荘 塚口 園田
阪急電鉄神戸線

尼崎Ｉ.Ｃ. 名神高速
尼崎立花

ＪＲ神戸線

阪神バス
昭和通
阪神バス尼崎総合文化センター
阪急バス尼崎総合文化センター
国道２号線 玉江橋 阪神バス尼崎文化センター前

尼崎商工会議所 尼崎市中消防署 尼崎南警察署
阪神電鉄本線

阪神電鉄なんば線
阪神尼崎

立体遊歩道
尼崎市中小
企業センター

尼崎市総合
文化センター

国道43号線

阪神高速神戸線 尼崎東出口尼崎西出入口

阪神高速湾岸線尼崎東海岸出入口 中島出入口

庄
下
川

都ホテル尼崎
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表紙

事業報告の一部、連結注記表及び個別注記表につきましては、法令

及び当社定款第1 6条の規定に基づき、当社ホームページ

（https://www.toavalve.co.jp/）に掲載することにより株主の皆

様に提供しております。

法令及び定款に基づく
インターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表
（2021年10月１日から2022年９月30日まで）
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業務の適正を確保するための体制

　当社は、『グループコンプライアンス規程』を制定し、これを要約した『TVEグループ役職
員行動規範カード』を全役職員へ常時携帯を義務付け、その周知徹底を図っております。ま
た、社内報などによる啓蒙活動を行い、毎年10月をコンプライアンス強化月間と定め、グルー
プ全職員のコンプライアンス意識向上を図っております。
　重大な法令・定款違反及び不正の事実が判明した場合、または未然防止のため、『グループ
内部通報規程』を制定し、当社グループの全役職員からの通報・相談に応じる窓口を設置し、
法令遵守体制の整備及び推進に努めております。

　当社は、取締役の職務の執行に係る記録・文書等の情報については、『取締役の職務執行に
係る文書管理規程』に従い適切に保管管理しております。

３．業務の適正を確保するための体制
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための

体制及び当該体制の運用状況
(1)当社グループの役職員は、法令・定款を遵守し、各個人が企業人・社会人としての高度な倫

理観に基づいて行動することを基本とする。

(2)当社は、『企業行動憲章』及び『グループコンプライアンス規程』を制定し、当社グループ

の全役職員に対し、これを要約した『TVEグループ役職員行動規範カード』の常時携帯を義務

付け、その周知徹底を図る。

(3)当社は、コンプライアンスに係るすべての活動を統括する内部統制統括責任者を任命する。

(4)内部統制統括責任者は、当社グループ各社におけるコンプライアンス状況の監視・維持・情

報収集を行い、活動の状況・成果は定期的に当社取締役会に報告する。

(5)当社グループにおいて重大な法令・定款違反及び不正の事実が判明した場合、または未然防

止のため、『グループ内部通報規程』を制定する。また、当社グループの全役職員からの通

報・相談に応じる窓口を設置し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

<運用状況>

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当該体制の運
用状況

(1)当社は、当社グループの取締役の職務の執行に係る記録・文書の取り扱いについて、『取締

役の職務執行に係る文書管理規程』を設け、適切に保存並びに閲覧の管理を行う。

(2)管理体制及び規程は定期的にその有効性を検証し、適宜最適化する。

<運用状況>

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制

　当社は、『グループリスク管理規程』を制定しており、情報を確実に入手するように努め、
取締役会及び経営会議において継続的に経営上のリスクの対応策について検討しております。
　さらに、監査等委員会及び内部監査室は、連携してリスクベースの監査計画を作成し当社及
びグループ各社の内部監査を実施しております。
　また、当社は、総括安全衛生管理室を設置し、当社グループの労働災害撲滅に取り組んでお
ります。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制及び当該体制の運用状況
(1)当社は、経営に係るリスクを認識し、適正且つ効率的な業務運営のため、『グループリスク

管理規程』を制定する。

(2)当社は、内部統制統括責任者を任命し、リスク管理に関わるすべての活動を統括する。

(3)内部監査室は、リスクベースの監査によってグループ各社・各部署に潜在するリスクの洗い

出しと評価を行う。監査等委員会は内部監査室と連携し、取締役の業務執行の状況を監査す

る。是正・改善が必要な場合、グループ各社・各部署は、速やかにその対策を計画する。

(4)当社グループは、労働災害の撲滅に全力で取り組む。

(5)外部要因により当社グループに及ぶリスクについては、各担当執行役員を通じ情報を確実に

入手し、迅速な意思決定により対策を行う。

(6)当社が把握したリスクは、有価証券報告書、決算短信等を通じ、｢リスク情報｣、｢対処すべき

課題｣として積極的にステークホルダーに対し開示する。

(7)当社グループの製品等に起因し事故等が発生した場合は、直ちに顧客並びに当社従業員の安

全を確保するとともに必要に応じ緊急対策本部（仮称・適宜決定）を設置し、情報管理の一

元化を図り、適切且つ迅速な対応を行うことで、以後の安全確保と早期のプラントの復旧を

行うとともに二次損害の防止に努めるものとし、火災、自然災害等の発生時においても同様

とする。

(8)大規模な自然災害等の発生時においては、『事業継続計画』（BCP）に基づき、顧客、当社グ

ループ従業員、取引先、地域住民の安全確保を最優先に行動することで企業としての社会的

責任を果たし、早期の事業再開に努める。

<運用状況>

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び当該体
制の運用状況

(1)取締役会は、中期経営計画においてグループ５ヵ年目標を策定し、その実現のための取組み

を具現化し、進捗度合いを適宜管理する。

(2)当社グループは、定例で開催される取締役会において、グループ各社の経営課題等の正確且

つタイムリーな情報を伝達し、全役員の問題意識の共有化を行う。

(3)取締役会は、時間的合理性を重視すべき場合においては、書面で決議するには適切でない事

案を除き、会社法に定める書面決議制度を積極的に活用し、迅速な意思決定を行う。

(4)当社は、独立性の高い社外取締役を置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の

維持・向上を図る。
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業務の適正を確保するための体制

　当社の取締役会は、年間計画に基づき概ね月１回開催し、グループ各社の経営課題等につい
て全役員の問題意識を共有しました。
　また、独立性の高い社外取締役を置き、高度な専門性・幅広い視点による経営に対する助言
と監督機能を発揮しております。

　当社は、『関係会社管理規程』を制定し、子会社の管理・監督を行い、業務の適正を図って
おります。
　当社グループの内部統制システムの強化を図ることにより、金融商品取引法に基づく、財務
報告に係る内部統制についても適切に対応しております。
　当社グループの財務報告の適正性を確保するため、内部監査室が内部統制監査を実施してお
ります。

　当社は、内部監査室が監査等委員会の職務の補助を行う旨規定しており、監査等委員会の職
務を補助する際、専ら監査等委員会の指揮命令に従い業務を実施しております。

<運用状況>

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及
び当該体制の運用状況

(1)当社グループにおける業務の適正を確保するため、本基本方針はグループ全体に適用する。

(2)当社は、『関係会社管理規程』に基づき、子会社の管理・監督を行い、業務の適正を確保す

る。

(3)当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、法令等に従

って信頼性のある財務報告を作成するための体制を構築・運用していく。

(4)当社グループの財務報告の適正性を確保するため、業務プロセスにおける内部統制が適正に

運用されていることを当社内部監査室が監査し、必要に応じ改善を行う。

<運用状況>

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役
及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に
関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項及び当該事項の運用状況

(1)監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。

(2)内部監査室の使用人の異動・評価等は、監査等委員の意見も尊重し、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）からの独立を確保する。また、監査等委員会の職務を補助する際、専

ら監査等委員会の指揮命令に従う。

(3)内部監査室は、監査等委員会の職務の補助を行う旨を規定し、実効性を確保する。

<運用状況>

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制

　監査等委員は、当社取締役会のほかグループ各社の重要な会議に適宜出席するとともに、稟
議書その他のグループ各社取締役の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ、各社
役職員に対しその説明を求めており、また、内部監査室及び会計監査人等と定期的に会合を持
ち、情報交換等の連携を図っております。
　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社監査等委員会に対し報告すべき法
定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告を
行います。
　当社グループの全役職員は、監査等委員会に対し報告すべき事項を知ったときは、『通報・
相談窓口』を利用し報告することとしています。
　また、内部通報者に対し不利益な取り扱いを行わないことを定めております。

7. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告
をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査
等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び当該体制の
運用状況

(1)監査等委員は、当社取締役会ほかグループ各社の重要会議に適宜出席するとともに、稟議書

等の重要な文書を閲覧し、必要に応じ、各社役職員に対しその説明を求める。

(2)監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と適宜に意見交換を行い、その連携を維持する。

(3)監査等委員は、同じ独立した立場の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と情報

交換を行い、その連携を維持する。

(4)当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社監査等委員会に対し報告すべき法

定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告

を行う。

(5)当社従業員及び各子会社の全役職員が当社監査等委員会に対し報告すべき事実を知ったとき

は、当社監査等委員並びに内部監査室長を窓口とする『通報・相談窓口』を通じて報告す

る。

(6)当社グループは、当該内部通報者に対し不利益な取り扱いを行わないことを規定する。

(7)監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができる。当社グループは、

当該請求が特に不合理でない限り前払い又は償還に応じる。

<運用状況>

8. 反社会的勢力を排除するための体制及び当該体制の運用状況
(1)当社グループは、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本

方針とする。

(2)当社グループは、『TVEグループ役職員行動規範カード』にこの基本方針を定め、全役職員に

当該行動規範の常時携帯を義務付け、基本方針の遵守を周知する。

(3)当社グループは、所轄警察署や企業防衛対策協議会、近隣企業等から情報の収集を行い、関

係を強化することにより反社会的勢力の排除に備える。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制

　当社グループは、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本
方針とし、『TVEグループ役職員行動規範カード』にこの基本方針を記載し、全役職員に当該
行動規範の常時携帯を義務付け、基本方針の遵守を図っております。
　当社グループは、所轄警察署や企業防衛対策協議会、近隣企業との情報交換を積極的に行
い、それぞれの関係の強化に努めております。
　また、当社グループは、関係取引先との契約時に反社会的勢力の排除条項の設置を義務付け
ており、反社会的勢力の排除に備えております。

<運用状況>
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連結注記表

３. 連結の範囲の変更に関する
事項

当連結会計年度より、太陽電業株式会社の
株式を取得したことにより、連結の範囲に
含めております。

４. 連結子会社の事業年度等に
関する事項

連結子会社の決算日はいずれも９月30日で
あり、連結決算日と一致しております。

連　結　注　記　表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ５社
(2) 連結子会社の名称 トウアサービス株式会社

TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.
東亜クリエイト株式会社
ＴＶＥリファインメタル株式会社
太陽電業株式会社

(3) 非連結子会社の名称 該当事項はありません。

２. 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

５. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
　満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
　その他有価証券

市場価格のない株式等 時価法
以外のもの （評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②　デリバティブ 時価法
③　棚卸資産

製品及び仕掛品 主として個別法による原価法(貸借対照表
価額については収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定)

原材料及び貯蔵品 主として移動平均法による原価法(貸借対
照表価額については収益性の低下による簿
価切下げの方法により算定)
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連結注記表

①　有形固定資産
　　（リース資産を除く）

在外連結子会社１社を除き定率法によって
おり、在外連結子会社１社は定額法によっ
ております。ただし、当社及び国内連結子
会社は、1998年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法によっておりま
す。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり
であります。
建物及び構築物　　　　28年～45年
機械装置及び運搬具　　４年～12年

②　無形固定資産
　　（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、利用可能期間（５年）にわたって定額
で償却する方法によっております。また、
顧客関連資産については８年、受注残につ
いては１年で均等償却しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権等の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権及び破産更生債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与及び取締役でない執行役員の
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基
づき当連結会計年度負担額を計上しており
ます。

③　役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額
に基づき当連結会計年度負担額を計上して
おります。

④　受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため､ 
当連結会計年度末において将来の損失が見
込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積
可能なものについては、損失見積額を引当
計上しております。

⑤　ＰＣＢ処理引当金 ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理
費用の支出に備えるため、処理費用及び収
集運搬費用の見積額を計上しております。
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連結注記表

①　退職給付に係る負債の
計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付
に備えるため、当連結会計年度末における
見込額に基づき、退職給付債務から年金資
産を控除した額を計上しております。な
お、退職給付の算定にあたり、退職給付見
込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発
生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効
果を調整の上、純資産の部におけるその他
の包括利益累計額の退職給付に係る調整累
計額に計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、各種産業用バルブの開発、製造・販売、そのメンテナン

ス及び電気設備関連事業などを主な事業の内容としております。製品等の販
売契約における当社グループの履行義務は製品等の引き渡しであり、履行義
務の充足時点については、製品等を顧客に引き渡した時点としております。
これは、当該時点が製品等の法的所有権、物理的占有、製品等の所有に伴う
重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受
ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、国内の販売につ
いては、出荷時点で収益を認識しております。また、海外の顧客に対する製
品等の販売契約における当社グループの履行義務は貿易条件の充足であり、
履行義務の充足時点については、インコタームズ等で定められた貿易条件に
基づき支配及びリスクが顧客へ移転したときに収益を認識しております。

各種産業用バルブのメンテナンスについては各種産業用バルブの修理や点
検等のメンテナンスサービスの提供を履行義務として識別し、メンテナンス
サービスの提供時点を支配移転として収益を認識しております。また、電気
設備関連事業については放射線計測器類の点検などを履行義務として識別
し、期間がごく短いものを除き、一定の期間にわたり充足される履行義務と
して進捗率を見積り、一定の期間にわたり収益を認識しております。進捗率
を合理的に見積もることができないが発生した費用を回収することが見込ま
れる場合には、原価回収基準によっております。一定の期間にわたり充足さ
れるものでない場合には、一時点で充足される履行義務として役務を提供し
た時点をもって収益を認識しております。

(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

②　ヘッジ会計の処理 原則として繰延ヘッジ処理によっておりま
す。
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連結注記表

③　のれんの償却 のれんの償却については、その効果の発現
する期間（10年）を見積り、その見積期間
に応じて均等償却しております。

表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収
還付法人税等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記
しております。

なお、前連結会計年度の「未収還付法人税等」は０千円であります。

会計方針の変更に関する注記
(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年３月31日。以下
「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束し
た財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、
収益認識会計基準の契約の識別の要件を満たした取引を収益認識する方法へ変更
しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める
代替的な取扱いを適用し、製品等の国内の販売において、出荷時から当該製品等
の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に
収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計
基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の
期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計
年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して
おります。
　また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい
た「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約
資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定め
る経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替
えを行っておりません。
　この結果、当連結会計年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響は軽微
であります。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定
会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年
７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

なお、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。
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報告セグメント
その他

（注）
合計

バルブ事業 製鋼事業
電気設備

関連事業
計

売上高

バルブ（新製

弁）
1,721,041 － － 1,721,041 － 1,721,041

バルブ（取替

用補修部品）
913,571 － － 913,571 － 913,571

原子力発電所

定期検査工事
795,495 － － 795,495 － 795,495

その他メンテ

ナンス等の役

務提供

2,768,018 － － 2,768,018 － 2,768,018

製鋼事業 － 1,046,914 － 1,046,914 － 1,046,914

電気設備関連

事業
－ － 1,032,058 1,032,058 － 1,032,058

その他 － － － － 237,192 237,192

顧客との契約

から生じる収

益

6,198,126 1,046,914 1,032,058 8,277,099 237,192 8,514,291

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への

売上高
6,198,126 1,046,914 1,032,058 8,277,099 237,192 8,514,291

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、「バルブ事業」、「製鋼事業」及び「電気設備関連事業」の３
つを報告セグメントとしております。

また、収益を財又はサービスの種類別に以下のとおり分解しております。
これらの分解した収益と各報告セグメントの売上高との関係は以下のとおりであ

ります。
（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リ
ファインメタル事業や地域復興事業を含んでおります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等　５．会計方針に関する事項　(4)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しております。
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期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,556,789 2,344,974

契約資産（注１） － 31,448

契約負債（注２） 93,713 138,665

科目 金額
受注損失引当金 349,029（千円）

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

（注１）契約資産は、収益認識会計基準の契約の識別の要件を満たした取引で履行
義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち売掛金以外のも
の及び、電気設備関連事業で一定の期間にわたり履行義務が充足される契
約における履行義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利の内、
顧客から受領している前受対価を除いたものです。契約資産は、履行義務
を充足し請求を行った時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられ
ます。

（注２）契約負債は、顧客との契約において、履行義務が充足される以前に受領し
た前受対価です。契約負債は、履行義務の充足に伴い減少します。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がない

ため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から
生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な契約はありません。

重要な会計上の見積りに関する注記
　（受注損失引当金）
①当連結会計年度計上額

②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
見積りの算出方法
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注案件のう
ち、将来に損失の発生が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積可能なものにつ
いて、受注損失引当金として計上しており、見積原価総額が受注収益総額を超過した
額を損失見積額としております。

見積りの算出に用いた仮定
　見積原価総額は、顧客からの受注仕様情報に基づき、当社見積原価基準に従い、過
去の類似案件を参考に算定しております。

翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響額
　見積原価総額は、案件が完成するまでの仕様変更等の影響を受けることによる見積
要素の変動が生じるといった不確実性を伴っております。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 7,709,784千円

建物及び構築物 148,777千円
機械装置及び運搬具 299,307千円
土地 3,702千円
その他（工具、器具及び備品） 0千円

計 451,786千円
　　　　　　上記のうち、工場財団抵当として担保に供している資産

建物及び構築物 148,777千円
機械装置及び運搬具 299,307千円
土地 3,702千円
その他（工具、器具及び備品） 0千円

計 451,786千円

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金
　　　　　　　長期借入金

60,000千円
30,000千円

　　　　　　上記のうち、工場財団抵当に対応する債務
　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金
　　　　　　　長期借入金

60,000千円
30,000千円

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式（注） 2,678,600 － 217,000 2,461,600

合　　計 2,678,600 － 217,000 2,461,600

自己株式

普通株式（注） 384,622 200 257,275 127,547

合　　計 384,622 200 257,275 127,547

連結貸借対照表に関する注記

２．担保に供している資産

　　担保に係る債務

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の発行済株式数の減少217,000株は、2021年11月26日に実施した自己株式の消却による

ものであります。また、普通株式の自己株式の減少257,275株のうち、217,000株は2021年11月26

日に実施した自己株式の消却によるもの、40,275株は2022年１月27日、2022年６月１日及び2022

年７月１日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであり、増加200株

は、譲渡制限付株式報酬の返還によるものであります。
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決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年12月24日
定時株主総会

普通株式 45,879 20 2021年９月30日 2021年12月27日

2022年５月13日
取締役会

普通株式 57,486 25 2022年３月31日 2022年６月13日

決議 株式の種類
配当金
の総額
(千円)

配当の原資
１株当た
り配当額

(円)
基準日 効力発生日

2022年12月23日
定時株主総会

普通株式 58,351 利益剰余金 25 2022年９月30日 2022年12月26日

２．新株予約権に関する事項
　該当事項はありません。

３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度となるもの

（注）2022年12月23日開催予定の定時株主総会において議案として付議する予定であります。

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
　① 金融商品に対する取組方針

当社グループの事業は、資金回収が比較的長期に及ぶバルブ製品の製造と、数
ヶ月の短期で資金回収に至るメンテナンスにより構成されており、これらの事業
計画に照らし適切な資金需要を想定し、資金運用並びに資金調達を行っておりま
す。

資金運用は、一時的に発生する余資について、投資対象を安定性と流動性の高
い金融商品に限定し運用しており、期間が長期に亘る運用は行いません。また、
デリバティブは、外貨建ての営業債権について、為替の変動リスクを回避するた
めに利用しており、投機的な取引は行いません。

運転資金の調達は銀行からの借入金によっており、将来の業績動向に基づく資
金計画を踏まえ、借入先、借入条件等にバリエーションを持たせることで、時々
の状況に応じた柔軟な対応ができるようにしております。また、長期借入金によ
る資金調達の際には、金利変動によるリスクをヘッジするために金利スワップ取
引を行うことがあり、取引に際しては、社内規程に沿った適切な決裁を経て実行
することとしております。

設備資金については、長期借入金、リースにより調達することがあります。長
期借入金については運転資金の場合と同様、金利スワップ取引を行うことがあり
ます。
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② 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒さ

れておりますが、当社グループの製品・サービスは、その半分以上を総合商社等
販売代理店経由での販売としており、商社を経由しない販売先についても、国内
大手プラント・メーカーなど、極めて信用性の高い取引先が中心であります。

また、当社グループの製品・サービスの特性上、いわゆる一見の取引先はほぼ
存在せず、長期に亘る取引実績を有する顧客が大半であることから、この面から
も顧客の信用リスクは極めて低いものと想定した効率的な与信管理を実施するこ
ととしております。

具体的には、新規及び取引履歴の浅い顧客を中心とした取引開始時の信用調査
とその継続フォローを行うこととし、商社を介在させない輸出案件に対しては基
本的に輸出信用状の入手を条件としております。また、全ての売掛金に関して、
期日管理と残高管理を実施しております。

なお、外貨建ての営業債権につきましては、為替の変動リスクを回避するた
め、社内規程に沿って、先物為替予約を利用しております。

有価証券並びに投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、
取組方針のとおり、有価証券は安全性・流動性の高いＭＭＦ、１年以内に償還期
日を迎える社債、コマーシャルペーパー、譲渡性預金などであり、投資有価証券
は運用目的ではなく、業務上の関係を有する会社の株式を保有しております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は１年以内
の支払い期日であります。支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は流
動性リスクに晒されておりますが、月次の営業債権回収計画の作成と、流動性を
確保した余資運用で手許流動性を高めることにより流動性リスクを管理しており
ます。

短期借入金、長期借入金はともに、運転資金への充当を目的とした銀行からの
借入金で、金利は固定されており金利変動リスクはありません。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提
条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）投資有価証券 1,138,251　千円 1,138,251　千円 －　千円

　資産計 1,138,251 1,138,251 －

（1）リース債務（※） 82,165 82,348 182

（2）長期借入金（※） 163,479 156,471 △7,007

　負債計 245,644 238,820 △6,824

２．金融商品の時価等に関する事項
　2022年９月30日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上
額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

 (※) １年内返済予定のリース債務及び長期借入金を含めております。

（注１）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債
権」、「未収還付法人税等」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」及び「未
払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することか
ら、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等

当連結会計年度末における連結貸借対照表に市場価値のない株式等を投資有価
証券として2,620千円計上しております。これらの金融商品は、市場価格がない
ことから、「（１）投資有価証券」には含めておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する
相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。
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連結注記表

区分 時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,107,907 － － 1,107,907

資産計 1,107,907 － － 1,107,907

区分 時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 82,348 － 82,348

長期借入金 － 156,471 － 156,471

負債計 － 238,820 － 238,820

(１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（注）投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の連結貸借対照表計上
額は30,344千円であります。

(２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
リース債務、長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同額の新規借入又はリース取引等
を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分
類しております。

企業結合等に関する注記
１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　　　　　　　太陽電業株式会社

事業の内容　　　　　　　　　　　電気工事、管工事、機械設置工事
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連結注記表

（２）企業結合を行った主な理由

太陽電業株式会社の東日本地区原発における放射線計測機器管理及び電気・計装事業

は、主に原発の炉型の違いに由来してこれまで手薄となっている、東日本地区の電力

市場における新たなビジネス展開を期待するものであります。

本件株式取得により、それぞれが持つノウハウとリソースを連携・協調させることで

様々な相乗効果を発揮し、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

（３）企業結合日　　　　　　　　　2022年１月４日

（４）企業結合の法的形式　　　　　株式取得

（５）結合後企業の名称　　　　　　太陽電業株式会社

（６）取得した議決権比率　　　　　100％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

２．当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2022年１月４日から2022年９月30日まで

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得価額につきましては、当事者間の合意により非公表としておりますが、適正価額

にて取得しております。

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　　　　　　　8,912千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（１）発生したのれんの金額　　　　67,263千円

（２）発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

（３）償却方法及び償却期間　　　　10年間にわたる均等償却

６．のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに償却

期間

種類　　　　　　　　　　金額 　　　　　償却期間

顧客関連資産　　　　　　142,161千円　　８年

受注残　　　　　　　　　 20,669千円　　１年
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連結注記表

１．１株当たり純資産額 4,022円75銭
２．１株当たり当期純損失 26円20銭

７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産　　　　　　　　　　　 2,204,457千円

固定資産　　　　　　　　　　　　 323,637千円

資産合計　　　　　　　　　　　 2,528,094千円

流動負債　　　　　　　　　　　　 370,163千円

固定負債　　　　　　　　　　　　  63,129千円

負債合計　　　　　　　　　　　　 433,292千円

１株当たり情報に関する注記
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個別注記表

(1) 有形固定資産
　　（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法によっておりま
す。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり
であります。
建物　　　　　　　　　28年～45年
機械及び装置　　　　　４年～12年

(2) 無形固定資産
　　（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、利用可能期間（５年）にわたって定額
で償却する方法によっております。

個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
子会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等 時価法
以外のもの （評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) デリバティブ 時価法
(3) 棚卸資産

製品及び仕掛品 主として個別法による原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品 主として移動平均法による原価法（貸借対
照表価額については収益性の低下による簿
価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。
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個別注記表

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権及び破産更生債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員の賞与及び取締役でない執行役員の
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基
づき当事業年度負担額を計上しておりま
す。

(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額
に基づき当事業年度負担額を計上しており
ます。

(4) 受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため､ 
当事業年度末において将来の損失が見込ま
れ、かつ、当該損失額を合理的に見積可能
なものについては、損失見積額を引当計上
しております。

(5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務見込額及び年金
資産残高に基づき、当事業年度末において
発生していると認められる額を計上してお
ります。なお、退職給付の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から
費用処理することとしております。

(6) ＰＣＢ処理引当金 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処
理費用の支出に備えるため、処理費用及び
収集運搬費用の見積額を計上しておりま
す。
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個別注記表

４．重要な収益及び費用の計上基準
当社は、各種産業用バルブの開発、製造・販売、そのメンテナンス及びな

どを主な事業の内容としております。製品等の販売契約における当社の履行
義務は製品等の引き渡しであり、履行義務の充足時点については、製品等を
顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点が製品等の法的所
有権、物理的占有、製品等の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に
移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるた
めであります。ただし、国内の販売については、出荷時点で収益を認識して
おります。また、海外の顧客に対する製品等の販売契約における当社の履行
義務は貿易条件の充足であり、履行義務の充足時点については、インコター
ムズ等で定められた貿易条件に基づき支配及びリスクが顧客へ移転したとき
に収益を認識しております。

各種産業用バルブのメンテナンスについては各種産業用バルブの修理や点
検等のメンテナンスサービスの提供を履行義務として識別し、メンテナンス
サービスの提供時点を支配移転として収益を認識しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　ヘッジ会計の処理 原則として繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）

前事業年度において、「その他資本剰余金」のうち、独立掲記してきました
「資本金及び資本準備金減少差益」「自己株式処分差益」及び「自己株式処分差
損」は、より適切な表示の観点から見直しを行い、当事業年度より科目を集約し
「その他資本剰余金」として表示しております。

なお、前事業年度の「資本金及び資本準備金減少差益」2,486,191千円、「自
己株式処分差益」2,763千円及び「自己株式処分差損」△7,397千円は、科目を集
約した結果、「その他資本剰余金」は2,481,557千円であります。

（株主資本等変動計算書）
前事業年度において、「その他資本剰余金」のうち、独立掲記してきました

「資本金及び資本準備金減少差益」「自己株式処分差益」及び「自己株式処分差
損」は、より適切な表示の観点から見直しを行い、当事業年度より科目を集約し
「その他資本剰余金」として表示しております。
　なお、前事業年度の「資本金及び資本準備金減少差益」2,486,191千円、「自
己株式処分差益」2,763千円及び「自己株式処分差損」△7,397千円は、科目を集
約した結果、「その他資本剰余金」は2,481,557千円であります。

－ 21 －



2022/11/25 10:31:05 / 22903873_株式会社ＴＶＥ_招集通知：Web開示

個別注記表

科目 金額

受注損失引当金 291,763（千円）

会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益

認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービ

スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ

る金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益認識会計基準の契約

の識別の要件を満たした取引を収益認識する方法へ変更しております。また、「収益

認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等

の国内の販売において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転される時までの期

間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。収益認識会計基

準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積

的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計

方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益及び利益剰余金期首残高に与

える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

連結注記表の「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおりであります。

収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）

　個別注記表の「重要な会計方針に係る事項に関する注記　４．重要な収益及び費用

の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

重要な会計上の見積りに関する注記
　（受注損失引当金）

①当事業年度計上額

②その他見積りの内容に関する理解に資する情報

見積りの算出方法

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、

将来に損失の発生が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積可能なものについ

て、受注損失引当金として計上しており、見積原価総額が受注収益総額を超過した額

を損失見積額としております。

－ 22 －



2022/11/25 10:31:05 / 22903873_株式会社ＴＶＥ_招集通知：Web開示

個別注記表

１．有形固定資産の減価償却累計額 7,605,341千円

建物 145,015千円
構築物 3,762千円
機械及び装置 299,307千円
車両運搬具 0千円
工具、器具及び備品 0千円
土地 3,702千円

計 451,786千円
　　　　　　上記のうち、工場財団抵当として担保に供している資産

建物 145,015千円
構築物 3,762千円
機械及び装置 299,307千円
車両運搬具 0千円
工具、器具及び備品 0千円
土地 3,702千円

計 451,786千円

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金
　　　　　　　長期借入金

60,000千円
30,000千円

　　　　　　上記のうち、工場財団抵当に対応する債務

　　　　　　　１年内返済予定の長期借入金
　　　　　　　長期借入金

60,000千円
30,000千円

短期金銭債権 248,300千円
短期金銭債務 1,504,378千円
長期金銭債権 149,679千円

見積りの算出に用いた仮定

　見積原価総額は、顧客からの受注仕様情報に基づき、当社見積原価基準に従い、過

去の類似案件を参考に算定しております。

翌事業年度の計算書類に与える影響額

　見積原価総額は、案件が完成するまでの仕様変更等の影響を受けることによる見積

要素の変動が生じるといった不確実性を伴っております。

貸借対照表に関する注記

２．担保に供している資産

　　担保に係る債務

３．関係会社に対する債権・債務
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個別注記表

営業取引高 316,704千円
営業取引以外の取引高 11,101千円

当事業年度期首株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式
普通株式（注） 384,622 200 257,275 127,547

合　　計 384,622 200 257,275 127,547

（繰延税金資産） 千円
賞与引当金 68,546

受注損失引当金 89,221

退職給付引当金 197,540

貸倒引当金 20,172

ＰＣＢ処理引当金 553

投資有価証券 3,348

関係会社株式 77,387

有形固定資産 126,782

棚卸資産 51,849

繰越欠損金 83,515

その他 36,978
小計 755,896

評価性引当額 △562,990
合計 192,906

繰延税金負債と相殺 △143,774
差引 49,131

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △143,774

合計 △143,774

繰延税金資産と相殺 143,774

差引 0

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の減少257,275株のうち、217,000株は2021年11月26日に実施した自己株式

の消却によるもの、40,275株は2022年１月27日、2022年６月１日及び2022年７月１日に実施した

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。また、普通株式の自己株式

の増加200株は、譲渡制限付株式報酬の返還によるものであります。

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種 類 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社
TVE GLOBAL ASIA 

PACIFIC Pte.Ltd.

（所有）
直接
100

役員２名
資金の貸付
社員の出向

利息の受取
(注１）

276
長期貸付金 37,344

出向負担金の
受取
(注２）

21,069
その他（流
動資産）
（注３）

73,170

子会社
トウアサービス

株式会社

（所有）
直接
99.3

役員４名
社員の出向
業務の委託

出向社員への
譲渡制限付株
式の付与
(注４）

3,175 － －

子会社
東亜クリエイト

株式会社

（所有）
直接
99.8

役員２名
資金の貸付
社員の出向

資金の貸付
利息の受取
(注１）

100,000
735

短期貸付金
長期貸付金

100,000
79,999

子会社 太陽電業株式会社
（所有）

直接
100

役員１名
資金の借入
社員の出向

資金の借入
利息の支払
(注１）

1,482,000
127 短期借入金 1,482,000

１．１株当たり純資産額 3,877円31銭
２．１株当たり当期純損失 52円67銭

関連当事者との取引に関する注記
　子会社等

（注）１. 市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。
２. 当社の支給額を基に業務負担割合により算定しております。
３. 子会社への貸倒懸念債権に対し、65,966千円の貸倒引当金を計上しており

ます。また、当事業年度において、9,175千円の貸倒引当金繰入額を計上
しております。

４．当社の支給額を基に全額当社負担により計算しております。

１株当たり情報に関する注記

－ 25 －


	01_22903872_株式会社ＴＶＥ様_招集（セキュリティ無）.pdf
	01_22903873_株式会社ＴＶＥ様_WEB開示（セキュリティ無）.pdf

